
令和4年度広島県「自転車マナーアップ強化月間」スローガン
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自転車は、車道が原則、歩道は例外

②車道は左側を通行

0歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

0安全ルールを守る

●飲酒運転0二人乗り・並進の禁止
●夜間はライトを点灯
●交差点での信号遵守と一時停止0安全確認

0子どもはヘルメットを着用
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録はIR鋏鱚贅賽%に
加入しましょう
自転車保険について、詳しくは裏面をご覧ください。

佐伯警察署

佐伯交通安全協会0広島県交通安全活動推進センター佐伯支部

広島県警察反射材活用

促進キャラクター

キラリ☆マン
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夕暮れ時0夜間は

LEDライトや反射材用品を

着||||`素通事故から身を
守りましよう。
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